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税務署からのお知らせ ▲

問い合わせ　観音寺税務署　☎25－2191

確
定
申
告
の
内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
き
は

税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た
場
合

　

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
で
、
税
額
を
多

く
申
告
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
は
、

「
更
正
の
請
求
」
に
よ
り
正
し
い
税
額
へ
の
訂

正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
請
求
内
容
が

正
当
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
し
い
税
額
に

減
額
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
の
方
法

　

更
正
の
請
求
書
を
作
成
し
、
所
轄
税
務
署
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間

　

更
正
の
請
求
書
は
、
各
年
分
の
法
定
申
告
期

限
（
通
常
は
、
各
年
の
翌
年
３
月
15
日
）
か
ら

５
年
以
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

税
額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
場
合

　

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
後
で
、
税
額
を
少

な
く
申
告
し
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
は

「
修
正
申
告
」
を
し
て
正
し
い
税
額
に
修
正
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
修
正
申
告
に
よ
っ
て
新

た
に
納
め
る
税
額
は
、
修
正
申
告
書
を
提
出
す

る
日
（
納
期
限
）
ま
で
に
、
延
滞
税
と
併
せ
て

納
め
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
の
方
法

　

修
正
申
告
書
を
作
成
し
、
所
轄
税
務
署
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間

　

修
正
申
告
は
、
税
務
署
長
に
よ
る
更
正
が
あ

る
ま
で
は
い
つ
で
も
で
き
ま
す
が
、
修
正
申
告

に
よ
っ
て
納
め
る
税
額
に
は
法
定
納
期
限
の
翌

日
か
ら
納
付
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
延

滞
税
が
か
か
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
早
く
申

告
・
納
付
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ

ぞ
れ
の
法
定
納
期
限
は
次
の
と
お
り

平
成
29
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

　

３
月
15
日
（
木
）

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

　

４
月
２
日
（
月
）

※
修
正
申
告
を
す
る
場
合
や
、
税
務
署
長
が
更

正
を
行
う
場
合
に
は
、
加
算
税
が
賦
課
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

留
意
事
項

　

確
定
申
告
書
、
修
正
申
告
書
お
よ
び
更
正
の

請
求
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
で
き
ま
す
。
提

出
の
際
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
お
よ
び

本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が

必
要
で
す
。
各
種
書
式
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
手
続
な
ど
に
つ
い
て
、
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
観
音
寺
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

期
限
内
に
納
付
で
き
な
い
と
き
は

延
滞
税
が
か
か
り
ま
す

　

期
限
内
に
納
付
で
き
な
か
っ
た
場
合
や
、
振

替
納
付
日
に
振
替
口
座
の
残
高
不
足
な
ど
で
振

替
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
法
定
納
期
限
の

翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
延
滞
税
が
か
か
り
ま

す
。
こ
の
場
合
、
金
融
機
関
（
日
本
銀
行
歳
入

代
理
店
）
ま
た
は
観
音
寺
税
務
署
の
納
税
窓
口

で
、
本
税
と
延
滞
税
を
併
せ
て
納
付
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

振
替
納
付
日

平
成
29
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

　

４
月
20
日
（
金
）

平
成
29
年
分
の
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び

地
方
消
費
税　

４
月
25
日
（
水
）

※
平
成
30
年
中
に
お
け
る
延
滞
税
の
割
合
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

・
納
期
限
の
翌
日
か
ら
２
カ
月
を
経
過
す
る
日

ま
で　
　

年
2.6
％
の
割
合

・
納
期
限
の
翌
日
か
ら
２
カ
月
を
経
過
す
る
日

の
翌
日
以
後　
　

年
8.9
％
の
割
合

平
成
31
年
１
月
か
ら

ｅ

－Ｔａ
ｘ
の
利
用
手
続
き
が
よ
り
便
利
に

　

次
の
二
つ
の
方
法
で
申
告
な
ど
の
デ
ー
タ
の

作
成
・
送
信
が
簡
単
に
行
え
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
ｅ-

Ｔａ
ｘ
利
用

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
経
由
ま
た
は
e-

T
a
x
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
か
ら
ロ
グ
イ
ン
す
る
だ
け
で
、
簡
単

に
e-

T
a
x
の
利
用
を
開
始
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
に
よ
る
ｅ

-

Ｔａ
ｘ
利
用

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
未
取
得
の
人
は
、
税

務
職
員
と
の
対
面
で
本
人
確
認
を
行
い
、
税
務

署
長
が
通
知
し
た
ｅ

-

Ｔ
ａ
ｘ
用
の
Ｉ
Ｄ
・
パ

ス
ワ
ー
ド
で
利
用
で
き
ま
す
。

※
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
の
み
利
用
で
き
ま
す
。
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
の
発
行
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
４
月

以
降
に
、
観
音
寺
税
務
署
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。

４
月
か
ら

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

　

仮
徴
収
と
は
、
年
間
の
保
険
料
額
が
決
定
す

る
前
に
、
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
支
給
日

に
保
険
料
を
天
引
き
す
る
制
度
で
す
。
天
引
き

額
は
、
２
月
の
天
引
き
額
と
同
額
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
２
月
に
天
引
き
さ
れ
て
お
ら
ず
、
新

た
に
天
引
き
が
始
ま
る
人
は
、
平
成
28
年
中
の

所
得
を
基
に
仮
計
算
さ
れ
た
保
険
料
が
天
引
き

さ
れ
ま
す
（
介
護
・
後
期
の
み
）。

　

保
険
料
額
が
確
定
後
、
10
月
以
降
の
天
引
き

分
で
残
り
の
保
険
料
額
の
調
整
が
行
わ
れ
ま
す
。

仮
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
に
は

7
月
に
通
知
し
ま
す

　

仮
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
は
、
保
険
料

決
定
後
、
７
月
か
ら
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

に
よ
る
納
付
が
始
ま
り
ま
す
。

　

年
金
天
引
き
は
、
年
金
機
構
に
よ
る
天
引
可

能
対
象
者
が
決
ま
り
次
第
、
自
動
的
に
始
ま
り

ま
す
。
天
引
き
開
始
時
期
お
よ
び
停
止
の
可
否

に
つ
い
て
は
左
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
、
国
保
・
後

期
の
み
、
年
金
天
引
き
を
停
止
し
て
、
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
希
望
す
る

人
は
税
務
課
ま
た
は
各
支
所
へ
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。

自
動
車
税
の
減
免
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

で
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
は
、
本
人
や

家
族
が
運
転
す
る
自
動
車
な
ど
に
か
か
る
税
金

が
減
免
に
な
り
ま
す
。

■
平
成
30
年
度
自
動
車
税
（
県
税
）

申
請
期
間

４
月
２
日
（
月
）
〜
５
月
28
日
（
月
）

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
く

受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

県
税
事
務
所
（
高
松
合
同
庁
舎
内
）

☎
０
８
７
（
８
０
６
）
０
３
１
４

出
張
受
付

受
付
日
時　

４
月
11
日
（
水
）
、
18
日
（
水
）、

　
　
　
　
　

５
月
16
日
（
水
）

　
　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

西
讃
県
民
セ
ン
タ
ー
（
三
豊
合
同
庁
舎
内
）

☎
25
・
5
2
0
0

■
平
成
30
年
度
軽
自
動
車
税
（
市
税
）

　

す
で
に
減
免
を
受
け
て
い
る
人
で
、
申
請
事

項
に
変
更
が
な
い
場
合
、
再
申
請
は
不
要
で
す
。

４
月
に
送
付
す
る
通
知
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
平
成
29
年
度
中
に
車
を
買
い
替
え
た

人
は
、
新
し
い
車
で
の
再
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
期
限　

５
月
24
日
（
木
）
ま
で

受
付
場
所　

税
務
課
ま
た
は
各
支
所

※
自
動
車
税
（
県
税
）
の
減
免
を
受
け
て
い
る

人
は
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は
で
き
ま

せ
ん
。

税務課からのお知らせ ▲

問い合わせ　税務課　☎73－3006

（例）年間保険料が78,400円の場合

前年度２月と同額
（仮徴収）

年額の保険料の
残額を３等分
（本徴収）

天引きの開始時期と年金天引きの停止の可否

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料

75
歳
以
上

国
民
健
康
保
険
税

65
歳
以
上

75
歳
未
満

介
護
保
険
料

65
歳
以
上

保
険
の
種
別

申
請
期
間

受
付
日
時

申
請
期
限

受
付
場
所

振
替
納
付
日

留
意
事
項

手
続
き
の
方
法

期
間

手
続
き
の
方
法

期
間

受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ
先

月
２月
４月
６月
８月
１０月
１２月
２月
４月

保険料額
10,400円
10,400円
10,400円
10,400円
15,800円
15,700円
15,700円
15,700円

年
金
天
引
き
の

開
始
時
期

年
金
天
引
き

の
停
止

４
月
、
６
月

８
月
、
10
月

４
月
、
10
月

可不
可可

10
月

くらしくらし


